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市 議 会 議 員 様 
 
                         こ ど も 育 成 部 長 
 
  4 歳幼児の死亡事件について 

 
 本市内で 4 歳幼児（Ｈ16.6.22 満 4 歳・男）の死亡事件が発生致しました。 
 同事件との関連で祖母が逮捕されましたが、本市児童相談所との関わりについては、以

下のとおりです。 
  
１ 相談経過 
 Ｈ20.6.3 祖父が来所し、初回面接実施 
相談の内容は、当該児童の落ち着かない行動に祖母が困り感を生じているものであった。 

 本市児童相談所からの家庭訪問を含め、再度祖母自身との面接を提案した。 
 （祖母からの相談を待つ中、約 7 週を経過した状況であった。） 
 
２ 事件経過 
 Ｈ20.7.26 
  22:14 南消防署に保護者から 119 番通報。自宅で子どもが転倒し、頭を打ったとの内

容。 
     病院に搬送。搬送中に祖母が虐待を認める発言があった。 
  22:20 南消防署から横須賀警察署に通報。 

同時に、子育てホットラインを経由して、本市児童相談所に通告。 
  
 Ｈ20.7.27  
  07:44 当該児童が死亡。 
 
 
 
              （事務担当は、児童相談所 内線 2300 直通 820-2360） 
 
 


